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申申申申    入入入入    書書書書 

 

２０２０年７月１４日 

 

〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町 85 番地 3 

 京都府警察本部 本部長 殿 

 

〒614-8071 京都府八幡市八幡五反田 37-8 

 八幡警察署 署長 殿 

 

     〒530-0047 大阪市北区西天満６丁目７番４号 大阪弁護士ビル４階 

             植田法律事務所 

              ＴＨＥペット法塾 代表  弁護士 植 田  勝 博 

            TEL 06-6362-8177   FAX 06-6362-8178 

     〒530-0047 大阪市北区西天満６丁目７番４号 大阪弁護士ビル４０８号 

             大栄総合法律事務所 

                     同塾会員  弁護士 榊 原  大 輔 

                      同       弁護士 向 井  雄 紀 

                                      TEL 06-6364-2201 FAX 06-6364-2202

  

   当職らは，貴庁らに対し，下記被疑者の動物に対する犯罪行為について以下のと

おり申し入れを致します。 

記 

     住  所   

          被 疑 者   増山珠美 
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第１ 申入れの趣旨 

   貴庁らは，被疑者増山珠美（以下，「被疑者増山」という。）による夥しい動物

犯罪行為について，その事実と証拠は多数で明らかであり，動物の愛護及び管理に

関する法律（以下，「動愛法」という。）44 条違反の重大な犯罪行為が長期に亘

りおこなわれてきた事実と多数の動物被害について，同法の規定する警察の責任に

基づいて，動物の保護と，甚大な動物犯罪についての適正な捜査と訴追を強く求め，

警察としての職務を全うされることを申入れる。 

 

第２ 申入れの理由 

 １ 端緒 

   2020 年 6 月 3 日，京都府八幡市内で「神ボラ」と呼ばれている動物保護ボラン

ティアをしている人物である被疑者増山が所有・管理する自宅内で，数十匹ないし

数百匹の犬猫の死体が散乱していることが発覚した。その凄惨な状況は，Facebook

等を通じてその映像が不特定多数に対して公開され，メディアにも取り上げられる

などして動物保護ボランティアによる動物の虐待等として大きなニュースとなっ

ている。 

 寄せられた情報によれば，被疑者増山は，全国の行政センター，愛護団体から多

数の犬猫の引取をし，添付資料のとおり被疑者増山へと動物を引き渡した被害者ら

は，2017 年ころから被疑者増山に犬猫を引き渡してきた実体が明らかとなってい

る。 

 ２ 貴庁らの対応‐犯罪行為の放置の疑い 

 (1)  上記事実は，Facebook 等に投稿されている写真や映像のみをもってしても，被

疑者増山による動愛法違反の嫌疑が認められることが明白である。即ち，異常な動

物の死体とは，動愛法のみだりな殺傷罪，または虐待罪の犯罪捜査の端緒となる動

物被害が発生したことの客観的証拠である。 

   しかしながら，これを受けた八幡警察署の捜査員は，同月 8 日に初めて犯行現場
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といえる被疑者増山の自宅内への立ち入り捜査を実施した。もっとも，この日は同

自宅内にあった動物の死体等の証拠物件について何ら証拠保全をすることなく捜

査を終了している。その翌週，八幡警察署の捜査員は，再び同自宅への立ち入り捜

査を実施し，同日，証拠物件として同自宅内にわずかに残存していた数頭の動物の

死体を押収した。 

   同月 8 日の時点では，同自宅は事件発覚時とほぼ同じ状況であったが，同月 10

日の時点でほとんどの動物の死体は何らかの方法により処分されており，翌週の捜

査段階ではわずかな証拠物件しか押収することが出来なかった。 

 (2) 2020 年 6 月 5 日ころ，山崎氏は被疑者増山に電話をして，山崎氏は被疑者増

山に保護のために渡した 4 匹の猫の引き渡しを求めたが，被疑者増山は山崎氏に

「貴女から預かった猫はいないと思う。」と言った。 

   山崎氏は，八幡警察にも電話をして「被疑者増山が保護のために引取るといっ

た 2 匹の猫を被疑者増山から戻して貰いたい。良いですか。」と確認の電話を入

れた。警察の担当者は「被疑者増山の了解を取って戻して貰って下さい。」と言

った。警察は，夥しい動物の死体があっても捜査はされず，逆に膨大な犬猫を殺

害した被疑者増山の権利を侵害しないことの注意をしたのみであった。 

 (3) 山崎氏の猫の死体 2 匹の返還 

   2020 年 6 月 7 日午後に，山崎氏は，被疑者増山の京都八幡にある自宅裏の駐

車場にて猫の死体 2 匹を被疑者増山から直接引き取った。キャリーバッグに死体

となって入っていた 2 匹の猫は，山崎氏が被疑者増山に 2020 年 1 月 31 日に渡し

た 4 匹の猫の内の 2 匹，すなわち「横綱」と「小結」と名付けた猫の死体であっ

た。 

３ 本来なされるべきであった捜査 

   動愛法違反被疑事件について，動物の死体は言うまでもなく最も重要な証拠物件

である。また動物が死亡した事実それ自体のみならず，動物の死体を解剖すること

によりその死因を追究し，動物のみだりな殺傷（同法第 44 条 1 項），必要な給餌
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給水をおこなわない等の虐待（同条 2 項）の事実，場合によっては遺棄の事実（同

条 3 項）をも解明することができる。 

したがって，本事件においては，被疑者増山の自宅にあった多数の動物の死体を

確保してその死因解明等をすみやかにおこなうべきであった。また，同自宅内にお

いて発見された動物の死体はすでに劣化が著しく，そのまま放置すれば腐敗等によ

る死因解明が不能に陥り，腐敗臭等に対する苦情等を理由として被疑者増山によっ

て速やかに処分される可能性が捜査員においても十分予見できたといえる。そうす

ると，捜査機関としては立ち入り捜査に入った初日の段階で出来る限りの動物の死

体を押収するべきであった。 

４ 警察の動物に関する責務 

   警察の責務は，動物の命の保護，飼主の権利，犯罪者の検挙である。その法律

は，動愛法と遺失物法である。 

(1) 動愛法は，動物に対する遺棄，虐待，殺傷などをせず，「国民の間に動物を愛

護する気風を将来し，生命尊重，友愛及び平和の情操の涵養に資する」ことなどを

目的とし，その基本原則は「動物の命」と「人と動物の共生」である（動愛法 1，

2 条）。 

(2) この目的ために，動愛法は，罰則をもって，犬猫などを含む愛護動物について

は，その所有の有無にかかわらず，動物の保護を規定し，加えて，みだりな殺傷罪，

虐待罪（給餌，給水をしない，暴力行為など），遺棄罪の規定をし，警察が，その

犯罪行為の捜査，証拠の採取，検挙，検察官への事件送致等の業務，責任を負って

いる。 

(3) 即ち，動愛法の保護法益は，動物自体の命であり，その法益を守るために，次

の基本的責務がある。 

 ① 動物の保護 

 ② 所有者への返還 

 ③ 遺棄犯罪者の捜索・検挙 
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 ④ 警察の引取動物については，動物殺処分は許されず，譲渡すること（警察の

動物保護義務において殺処分は許されない。） 

５ 貴庁らの動愛法違反被疑事件の捜査等の責務 

(1) 貴庁らの被疑者増山に対する捜査等の責務 

     本事件の特殊性は，虐待等を受けたと思われる愛護動物の数が非常に多いこと，

SNS にてその現場内部が公開され，多くの動物が白骨化していたり，腐り始めた

りしているといった凄惨な状況をリアルタイムで多くの人が目撃したこと，ニュー

ス等の報道で取り上げられたことにより，より多くの人がこの事件を知り，不快感

や凶悪性を感じ取ったこと，被疑者増山が動物愛護ボランティアを称して愛護動物

を引き取っていたこと，である。それでも，被疑者増山は逮捕すらされていない。 

   これらの要因により，非常に多くの国民の動愛法の保護しようとする「国民の気

風」が著しく害されたのである。その意味で，本事件は社会的意義が大きい。 

(2)  本事件が適切に捜査され，被疑者増山に対しては，しかるべき動物犯罪行為に

関する刑事処分が下されることが必要である。 

  本事件の捜査が，仮に，御座なりにされ，被疑者増山にしかるべき処分が下され

なかった場合にも，社会に与える影響が極めて大きい。本事件について十分な捜査

がされず，被疑者増山にしかるべき処分が下されなかった場合，あれだけの動物を

死に至らしめても手続として，略式手続による罰金程度で済まされることとすれ

ば，動物犯罪とは大したことはないと社会に認識されることは必至である。また，

多くの国民には，「日本とは動物に対してそういう国である。」という感覚が芽生

えることが予測される。 

(3)  動物を殺傷，虐待することによって，一般に国民はそれを見たとき強烈な不快

感，不安感，そして凶暴性を感じるものであり，動愛法 44 条の目的は一般国民が

そのような負の感情を強いられることを防ぐことにもある。これを未然に防止しな

ければ，一般国民はその見せつけられた凶暴性を自分の中にも見出し始め，動物の

みならず人間や人間社会に対してもその凶暴性を発揮し始めることとなる。それは
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すなわち，国民の動物愛護の気風や，平和の情操の涵養を著しく害するものであり，

社会法益のみならず国益さえも大いに害するものである。 

(4) 本事件の規模の大きさを考えれば，それが当初は動物に対する給餌，給水を怠

る虐待罪であったとしても，被疑者増山に引き取られた動物の数や時期からすれ

ば，そのような結果を招くことを知りつつ，次々と多数の動物を取得する行為から，

被疑者増山において給餌，給水ができずにケージ等の自宅内にて動物が多数死亡す

ることを十分に認識しつつ，動物を放置，死に至らしめる悪質な動物のみだりな殺

傷罪に対する確定的故意があったことを認定できることは，事実と証拠から明らか

というべきである。 

  そして，このような事実を認識しながら，動物を引取り続けてきた被疑者増山の

行為は，動物保護に関して虚偽の事実を申し向けて取得してきた動物及び寄付金を

客体とした常習の詐欺犯罪すら構成するものというべきである。 

(5) また，警察としては，一部の証拠を保全することによって一部の事実について

簡単に略式起訴をして罰金を課せば良い等という中途半端な捜査は上記の警察に

課された責務からして許されないものである。本事件は，被疑者増山の自宅内で死

亡した動物のうち，出来る限りの証拠を集めて正式裁判として立件するべきであ

り，動物の命と人と動物の共生に関し，罰則で禁じている動物犯罪について，警

察は，動物の命を守り，犯罪の取締り義務を負っているのであって警察の責務は

極めて重大といえる。無法な重大犯罪について，被疑者を逮捕せず，犯罪事実を

放置するような捜査や，犯罪行為に対する杜撰な対応しかなされないことがあれ

ば，それは貴庁らの重大な責任問題ともいいうる事態である。 

したがって，国民が注視をする「京都八幡大量動物殺害事件」について，上記

のとおり，警察の責任ある職務が尽くされ，厳しく動物のみだりな殺傷という犯

罪行為に対する厳正な刑事手続を強く求める次第である。 

以上 


